
◎地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 
（令和三年六月二日法律第五四号）   

一、 提案理由（令和三年四月一六日・衆議院環境委員会） 

○小泉国務大臣 ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部

を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 平成二十八年の法改正以降、パリ協定の締結、発効に加え、菅総理の所信表明演説に

おける二〇五〇年カーボンニュートラル宣言など、地球温暖化対策を取り巻く環境は大

きく変化し、地域や企業の脱炭素化の動きも加速しています。地域では、二〇五〇年ま

でのＣＯ2 排出量実質ゼロを目指す地方自治体、ゼロカーボンシティーが急増し、人口

規模で一億人を超えました。また、企業の脱炭素経営の取組も広がっています。自治体、

企業を後押しし、共にカーボンニュートラルの実現を成し遂げるためにも、電力供給量

の約二倍のポテンシャルがある再生可能エネルギーをフル活用することを大前提に政策

を進めていくことが不可欠です。 

 本法律案は、このような背景を踏まえ、二〇五〇年までのカーボンニュートラルの実

現を法律に明記することで、政策の継続性、予見性を高め、脱炭素に向けた取組、投資

やイノベーションを加速させるとともに、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素

化の取組や企業の脱炭素経営の促進を図ろうとするものであります。 

 次に、本法律案の内容の概要を主に三点御説明申し上げます。 

 第一に、基本理念を新設し、二〇五〇年までのカーボンニュートラルの実現を明記し

ます。カーボンニュートラルの実現は、これまで温室効果ガスの排出を増加させてきた

産業革命以降の人類の歴史を抜本的に転換するものです。そこで、国民の理解や協力な

くしてカーボンニュートラルの実現なしとの考えから、関係者を規定する条文の先頭に

国民を位置づける前例のない基本理念とします。 

 第二に、地域に貢献する再生可能エネルギーの導入を加速させます。二〇五〇年まで

のカーボンニュートラルの実現のため再生可能エネルギーの利用が不可欠である一方、

再生可能エネルギー事業に対する地域トラブルも見られるなど、地域における合意形成

が課題となっています。こうした状況を改善し、政府の方針である再生可能エネルギー

の主力電源化に向け、地域の取組を一層促進することが重要です。このため、地方公共

団体実行計画において、再生可能エネルギーの利用促進を始めとした施策の実施目標を

新設するとともに、地域の再生可能エネルギーを活用し、地域の脱炭素化や課題解決に

貢献する事業の計画・認定制度を創設し、関係法律の手続のワンストップ化を可能とす

るなど、地域の円滑な合意形成による再生可能エネルギーの利用促進を図ります。 

 第三に、企業の脱炭素経営やＥＳＧ金融の推進に資するよう、企業の温室効果ガス排

出量の算定・報告・公表制度のデジタル化、オープンデータ化を進めます。これにより、

企業の脱炭素に向けた前向きな取組が評価されやすい環境の整備等の措置を講じます。 

 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 



 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

 ありがとうございます。 

二、 衆議院環境委員長報告（令和三年四月二七日） 

○石原宏高君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、我が国における脱炭素社会の実現に向けた対策の強化を図るため、二〇五〇

年までの脱炭素社会の実現等の地球温暖化対策の推進に当たっての基本理念を新たに定

めるとともに、地方公共団体の実行計画の記載事項の見直し、地域脱炭素化促進施設の

整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業の実施に関し市町村

の認定を受けた事業者に対する温泉法等に基づく手続についての特例措置の創設、温室

効果ガス算定排出量の報告制度の見直し等の措置を講じようとするものであります。 

 本案は、去る四月十五日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会

に付託されました。 

 本委員会におきましては、翌十六日小泉環境大臣から趣旨の説明を聴取し、二十日か

ら質疑に入り、二十三日参考人から意見を聴取しました。 

 同日、立憲民主党・無所属より修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、原案及

び修正案を一括して質疑を行い、本日質疑を終局いたしました。 

 次いで、修正案について内閣の意見を聴取した後、原案及び修正案について討論、採

決を行った結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案の

とおり可決すべきものと決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年四月二七日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、水力、自然界に存する熱等の再生可能

エネルギーも積極的に活用すること。また、エネルギーの使用の合理化や地域環境の

整備に留意するとともに、地域の特性を生かした事業の展開及びその利益の地域の経

済活動への還元等に配慮しつつ行われるよう努めること。 

二 地球温暖化対策の推進に当たっては、科学的知見の充実に努めつつ、地球温暖化の

予防的な取組方法の考え方に基づき早期に対応すること。また、地域住民その他の多

様な主体の参加と協力を得るとともに、透明性を確保しながら行うこと。併せて、将

来の国民の過大な負担とならないよう迅速かつ適切に行うほか、我が国に蓄積された

知識、技術、経験等を生かすとともに、国際社会における我が国の占める地位に応じ

て、国際的協調の下に積極的に推進すること。 

三 国は、温室効果ガス排出量の削減等の施策の推進に当たり、国民の意見を国の施策

に反映させるため、情報の提供や意見聴取等の必要な措置を講ずるよう努めること。



また、地方公共団体に対し、住民の意見を施策に反映させるための情報の提供や意見

聴取等に努めるよう促すとともに、事業者に対しては、その事業者が講じた措置等に

ついての情報の公開に努めるよう協力を求めること。 

四 地球温暖化対策の推進に当たっては、幅広い世代や分野の国民の意見を聴取するこ

と等により、国民の意見を十分に施策に反映するよう努めること。 

五 国は、その設置する施設について省エネルギー・再生可能エネルギー利用改修を計

画的に実施し、エネルギーの使用合理化の促進や温室効果ガスの排出量削減等を図る

こと。 

六 地域脱炭素化促進事業については、住民その他利害関係者の意見が十分に反映でき

るよう、地方公共団体実行計画を定めるに当たっては地域における公聴会の開催等が、

また、地方公共団体実行計画協議会の構成員の選定に当たっては当該区域の住民等の

参加が確保されるよう地方公共団体に対し促すこと。 

七 促進区域に関する基準については、国立・国定公園等の保護地域への環境保全上の

支障を及ぼさないよう慎重に検討すること。 

八 大規模な再生可能エネルギー施設を誘致する促進区域の設定を行う場合には、再生

可能エネルギーの種類毎の特性等を踏まえつつ、原則として国立・国定公園等の自然

環境上重要な保護地域が回避されるような基準を設けること。 

九 地球温暖化に伴う気候変動に起因する影響が危機的な水準にあることに鑑み、温室

効果ガス排出量削減等のための施策の在り方その他の気候変動に関する法制度の在り

方について検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずる

こと。 

十 地域脱炭素化促進事業に関する地域の設定の在り方について検討を加え、その結果

に基づき、環境の保全等のため所要の措置を講ずること。 

三、 参議院環境委員長報告（令和三年五月二六日） 

○長浜博行君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、我が国における脱炭素社会の実現に向けた対策の強化を図るため、二〇

五〇年までの脱炭素社会の実現等の基本理念を新設するとともに、地域の再生可能エネ

ルギーを活用した事業の実施に関する認定制度の創設、温室効果ガス算定排出量の報告

制度の見直し等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本法律案における国民

の位置付け、再生可能エネルギー導入に係る促進区域の設定の在り方、地域における脱

炭素化に係る合意形成の在り方、温室効果ガス算定排出量報告制度の更なる充実の必要

性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 



 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年五月二五日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一、地域脱炭素化促進事業の実施に当たっては、水力、自然界に存する熱等の再生可能

エネルギーも積極的に活用すること。また、エネルギーの使用の合理化や地域環境の

整備に留意するとともに、地域の特性をいかした事業の展開及びその利益の地域の経

済活動への還元等に配慮しつつ行われるよう努めること。 

二、地球温暖化対策の推進に当たっては、科学的知見の充実に努めつつ、地球温暖化の

予防的な取組方法の考え方に基づき早期に対応すること。また、地域住民その他の多

様な主体の参加と協力を得るとともに、透明性を確保しながら行うこと。あわせて、

将来の国民の過大な負担とならないよう迅速かつ適切に行うほか、我が国に蓄積され

た知識、技術、経験等をいかすとともに、国際社会における我が国の占める地位に応

じて、国際的協調の下に積極的に推進すること。 

三、国は、温室効果ガス排出量の削減等の施策の推進に当たり、国民の意見を国の施策

に反映させるため、情報の提供及び幅広い世代や分野からの意見聴取等の必要な措置

を講ずるよう努めること。また、地方公共団体に対し、住民の意見を施策に反映させ

るための情報の提供や意見聴取等に努めるよう促すとともに、事業者に対しては、そ

の事業者が講じた措置等についての情報の公開に努めるよう協力を求めること。 

四、国は、その設置する施設について省エネルギー・再生可能エネルギー利用改修を計

画的に実施し、エネルギーの使用合理化の促進や温室効果ガスの排出量削減等を図る

こと。効率的な二酸化炭素吸収源としての適正な森林対策、気候変動への適応策を関

係省庁の連携の下、推進すること。 

五、市町村による地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定及び地域脱炭素化促進事

業計画の認定に当たっては、市町村に過重な負担が生じないよう、必要な情報提供、

助言及び専門家の派遣その他の援助による、きめ細やかな支援を行うこと。 

六、地域脱炭素化促進事業については、住民その他利害関係者の意見が十分に反映でき

るよう、地方公共団体実行計画を定めるに当たっては地域における公聴会の開催等が、

また、地方公共団体実行計画協議会の構成員の選定に当たっては当該区域の住民及び

専門家等の参画が確保されるよう地方公共団体に対し促すこと。さらに、地域脱炭素

化促進事業に関する地域の設定の在り方について引き続き検討を行い、その結果に基

づき、環境の保全等のため所要の措置を講ずること。 

七、促進区域に関する基準については、自然公園や鳥獣保護区等の保護地域及び絶滅の

おそれのある野生動植物種の生育・生息地等の保護地域への環境保全上の支障を及ぼ

さないよう、慎重に検討すること。特に、大規模な再生可能エネルギー施設を誘致す

る促進区域の設定を行う場合には、再生可能エネルギーの種類ごとの特性等を踏まえ



つつ、原則としてこれらの地域が回避されるような基準を設けること。 

八、都道府県が促進区域に関する基準を定める場合には、認定地域脱炭素化促進事業計

画に基づく施設整備について環境影響評価法の計画段階配慮書の手続が適用されない

ことを考慮し、環境への影響が回避されるよう適切な助言等を行うとともに、広く住

民の意見が反映されるよう促すこと。 

九、市町村が促進区域を設定するに当たっては、環境省による風力発電における鳥類の

センシティビティマップ等を活用し脆弱な自然環境の把握に努めること及び土砂の崩

壊等の発生を防止し、水源かん養の機能を有する保安林の取扱いについて、住民生活

に支障を及ぼさないよう検討をすることを市町村に対し促すこと。 

十、地域脱炭素化促進施設が発電施設としての用途を終了した際には、地域脱炭素化促

進事業計画の認定の取消しや事業者の倒産の場合も含め、設備の撤去及び撤去後の自

然環境の復元等について適切な取扱いがなされるよう、関係省庁と連携して対応する

こと。 

十一、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度については、事業者の削減取組の促進

やＥＳＧ金融の観点から、報告事項の在り方等を含め、脱炭素社会の実現に資する制

度の在り方の検討を引き続き進めること。 

十二、地球温暖化に伴う気候変動に起因する影響が危機的な水準にあることに鑑み、温

室効果ガス排出量削減等のための施策の在り方、パリ協定に対応した法体系その他の

気候変動に関する法制度の在り方について検討を行い、その結果に基づき、法制の整

備その他の所要の措置を講ずること。 

十三、温室効果ガス削減に関する二〇三〇年度及び二〇五〇年目標を達成するため省庁

横断の実効性のある統合的な施策の推進体制や客観的評価を検討すること。 

十四、地球温暖化対策の推進に当たっては、国際的にも生物多様性の確保が喫緊の課題

であることに鑑み、本法に基づく施策も含め、地域への再生可能エネルギー導入拡大

により地域の自然環境及び生物多様性の価値を損なうことがないよう十分留意するこ

と。 

十五、ため池を利用した太陽光発電施設の設置については、農業用水の安定的な供給、

災害発生の防止に加えて、ため池の有する生物多様性の保全を始めとする多面的機能

に支障が生じることのないよう、国としてガイドラインを作成するなど、地方公共団

体の取組を支援すること。 

十六、農地への再生可能エネルギー導入拡大に当たっては、設置要件の緩和により荒廃

農地を活用することとしているが、食の安全保障の確保に加えて、一般企業や外国資

本の参入などにより農地本来の役割に支障が生じることのないよう配慮すること。 

  右決議する。 


